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http://www.jaish.gr.jp/information/mental/mh_induction3.pdf
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警察庁「自殺の概要資料」（各年版）

総務省「労働力調査」（各年版）
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）

自殺者数（労働者）

失業率

※ 労働者は、２００６年までは「管理職」「被雇用者」の合計、

２００７年以降は「被雇用者・勤め人」を用いている。
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OECD 1980
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○苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。（第31条）○責任の原則
管理者は諸原則実施の責任を有する

○取得したときは利用目的を通知又は公表しなければならない。(第18条)
○利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない。(第24条）
○本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない。（第25条）
○本人の求めに応じて訂正等を行わなければならない。（第26条）
○本人の求めに応じて利用停止等を行わなければならない。(第27条）

○公開の原則
データ収集の実施方針等を公開し、データの存在、利用
目的、管理者等を明示するべき
○個人参加の原則
自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は、
意義申し立てを保障すべき

○安全管理のために必要な措置を講じなければならない。（第20条)
○従業員・委託先に対する必要な監督を行わなければならない。（第21、22
条）

○安全保護の原則
合理的安全保障措置により、紛失・破壊・使用・修正・開
示等から保護するべき

○正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。(第19条）○データ内容の原則
利用目的に沿ったもので、かつ、正確、完全、最新である
べき

○偽りその他不正の手段により取得してはならない。(第17条)○収集制限の原則
違法・公正な手段により、かつ情報主体に通知又は同意
を得て収集されるべき

○利用目的をできる限り特定しなければならない。（第15条）
○利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。(第16条)
○本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない。（第23条）

○目的明確化の原則
収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致す
べき
○利用制限の原則
データ主体の同意がある場合、法律の規定による場合
以外は目的以外に利用してはならない

個人情報取扱事業者の義務OECD8原則

*各義務規定には適宜除外事由あり。
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16 7 1

1029009
16 10 29

16 256

4

4

（1）から（11）までに掲げられるもののほか、任意に労働者等から提出された本人の病歴、健康診断の結果、
その他の健康に関する情報

(12)
労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報(11)
事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報(10)
受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報( 9)
健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得した情報( 8)

労働者災害補償保険法第27条の規定に基づき、労働者から提出された二次健康診断の結果( 7)

安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置(THP)を通じて事業者が取得した健康測定の結
果、健康指導の内容等

( 6)

安衛法第66条の7の規定に基づき、事業者が実施した保健指導の内容( 5)

安衛法第66条の4及び第66条の5第1項の規定に基づき事業者が医師等から聴取した意見及び事業者が
講じた健康診断実施後の措置の内容

( 4)

安衛法第６６条第１項から第４項までの規定に基づき事業者が実施した健康診断の結果並びに安衛法第
６６条第５項及び第６６条の2の規定に基づき医師等から聴取した意見及び事業者が講じた労働者から提
出された健康診断の結果

( 3)

労働安全衛生法（以下「安衛法」）第65条の2第1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の結果の評
価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

( 2)
産業医が労働者の健康管理等を通じて得た情報( 1)

健康情報：指針に定める雇用管理に関する個人情報のうち、健康診断の結果、病歴、その他の
健康に関するものをいう。なお、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられる。
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4

1

1 4

�治療や相談の
継続

�復職支援プログラ
ムの提供など

�休業中の指導
�復職判定会議
�復職判定
�復職支援プラン
�復職後の支援

�復職前の面談
�復職判定会議
�復職後の支援と
観察
（仕事・表情）

�復職者への
支援
（声かけ、援助）

三次予防
復職支援
再発予防

�定期健診
（健診機関）

�相談対応（EAP）
�診断・治療
（医療機関）

�早期発見のための
教育

�定期健診時の健康
調査と相談対応

�ﾈｯﾄﾜｰｸの形成

�部下のMH不調
のｻｲﾝへの気づ
きと相談対応

�自分や周囲の
労働者のMH不
調のｻｲﾝへの
気づき

二次予防
早期発見
早期対処

�MH教育・研修
提供

�ストレス調査

�MH教育・研修の
提供

�事業場内外での
情報収集
（研修参加）

�ストレス調査と
職場環境改善

�MH教育・研修へ
の参加

�ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ改善
と支援の強化
（傾聴法）

�職場環境改善

�ﾒﾝﾀﾙ ﾍﾙ ｽ（MH）
教育・研修への
参加

�リラクセーション
の技法など

一次予防
疾病予防
健康増進

事業場外資源
によるケア

産業保健
ｽﾀｯﾌ

ラインケアセルフケア
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増 加

増 加

緊 張

上 昇

収 縮

冷たく汗ばむ

速 波

交感神経優位

増 加

消 費

減 少

弛 緩

減 少

正常／低下

拡 張

暖かくさらさら

蓄 積

アルファー波

副交感神経優位

減 少

心拍数

血 圧

手 足
汗 腺

脳 波

ストレス反応 リラックス反応

皮膚や胃腸の血管

自律神経系

筋 肉

心臓や骨格筋への
血液流入量

エネルギー

基礎代謝量

Benson, H.

1
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Vogt,G
20 Schultz,J.H.
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Altered State of 
Consciousness
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ホワイトボード

グループ1

グループ2

グループ3
グループ4

グループ5

代表者が
発表

インストラクター①
各グループの代表者に
テーマについて発表してもらい、
自分は傾聴しつつ、司会を進める

インストラクター②
代表者の発表内容を要約して書く
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事業所としてのメンタルヘルス
対策を行うことの合意

評価と改善（chek&action)

相談、援助のためのシステム作り

実施のための具体的スケジュール

実施のための組織作り

（事業者、人事、安全衛生部門）

年間計画と実施（plan&do)
①職場ストレスの実態調査（健診時または一斉調査）
②管理職、従業員への教育、研修
③職場環境改善（ストレス対策,MIRROR活用）

安全衛生委員会
事業所内に公表

・アンケートのよる研修参加者の満足感、意見を聞く
・定期的な職場のストレス調査、健診時の自覚症状調査など
で対策の効果を評価し改善を継続（PDCAサイクル）

2009 7
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